
令 和 ８ 年 ４ 月 
関東信越国税局 

申告書等用紙が必要な方へのお願い 
国税庁では、オンライン手続等のより一層の利用拡大に向け、令和８年６月から税務

署における申告書等用紙の備付け（用紙コーナー設置）を行わないこととしましたので、 
申告書等用紙が必要な場合は、税務署窓口までお申し付けください。 
なお、税務署にお越しにならなくても、国税庁ホームページやコンビニエンスストアの 

マルチコピー機（有料）から印刷することができます。 
また、順次多くの申告書等の様式が新しくなり、国税庁ホームページに掲載されますので、

申告書等を提出する際は、最新の様式を使用していただくようお願いいたします。 

次の二次元コードから自宅等で各種申告書等用紙の印刷ができます 
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関東信越国税局 

国税に関するご相談について 

国税に関するご質問は、国税庁ホームページ「タックスアンサー」や「チャットボット」の

ほか、e－Tax ホームページ「ヘルプデスク FAQ 上位 70」をご利用ください。 

国税庁ホームページ等で調べる 

◇申告（納税）に関する情報 

◇タックスアンサー（よくある税の質問） 

◇個人の方の国税に関する相談に AI（人工知

能）を活用して自動で回答を表示するチャット

ボット（ふたば） 

◇ヘルプデスク FAQ 上位 70（e－Tax・作成コーナ

ーヘルプデスクに実際にお問い合わせがあった

上位 70 の FAQ） 

国税庁ホームページ等で解決しない場合には、

電話相談センターをご利用ください。 

なお、国税相談専用ダイヤルにつながらない場

合は、所轄税務署の代表電話番号へお掛けいた

だき、音声案内が流れますので「１」番を選択して

いただくと、電話相談センターにつながります。 

電話によるご相談 

音声ガイダンスに従い
相談する内容の番号を
選択する 

国税局の職員等がお受
けします 

※ 原則、管轄区域の国税局
の電話相談センターにつな
がりますが、電話の混雑状
況によっては他の国税局の
電話相談センターにつなが
ります。

国税相談専用ダイヤル 

0570-00-5901（ナビダイヤル） 

スマートフォン
等 で右 のコー
ドからアクセス
できます 

タックスアンサー 

チャットボット 
税務職員ふたば 
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令和８年４月 

関東信越国税局

各国税局及び沖縄国税事務所においては、令和８年９月24日（木）に、国税シス

テムの更改を予定しています。 

つきましては、国税システムの更改に伴い、e－Taxのメンテナンスを以下の時間

で実施します。 

メンテナンス中は、e－Taxのご利用ができないため、ご注意ください。 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 なお、国税庁ホームページにも、国税システム更改について掲載しています。 

【国税システムの更改日】 

 令和８年９月24日（木） 

【e－Taxのメンテナンス時間】 

・令和８年９月19日（土）０時～令和８年９月24日（木）８時30分まで 

・令和８年９月26日（土）０時～24時まで 

【国税庁ホームページ】 

 http://www.nta.go.jp/ 

国税システムの更改と 

e－Tax のメンテナンス時間のお知らせ
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